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１ はじめに 

 

 平成 22年度「国民生活基礎調査」では、介護時間がほとんど終日である介護者のうち、

夫による介護は 14.3％、息子による介護は 12.0％を占め、子の配偶者およびその他の親族

等の介護を含めれば、男性介護者が全体の 27.2％に上ることが示されている。そして、平

成 25年度の同調査では、夫による介護は 16.1％、息子による介護は 11.4％を占めており、

男性介護者が増加傾向にあることが分かる1。今後ますます男性介護者が増えると予想され

るなか、「ケア＝女性の役割」という考え方がいま変容を迫られていると言っても過言では

ない。 

男性介護者のセルフヘルプ・グループも誕生しており、「イクメン」ならぬ「ケアメン」

としての生き方を模索する向きもある。また、男性介護者への注目も近年高まっており、

『男性介護者白書』（津止・斎藤 2007）、『迫りくる「息子介護」の時代』（平山 2014）と

いった著書も出版されている。また、男性介護に関する調査研究についてはすでに 1990

年代から、介護ストレスやケアワークに関する論文として、すでに数十本刊行されてきて

いる。その多くが、女性介護者との介護意識の違いや男性介護者特有の問題点に言及して

いる。 

ところが、これらの男性介護に関する調査研究のほとんどは、アンケートおよびインタ
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ビューに基づき行なわれたものである。こうした研究成果により、男性介護者という存在

に共通する問題点への気づきが生まれた点で、その貢献は大きい。しかしながら、調査方

法の性質上、介護意識
．．

を問うものが多く、また、介護行動に関する調査であっても、介護

の内容と量を問うものにとどまる。つまり、これらの調査方法によっては、介護について

どう考えているか、あるいは何をどれくらい行なっているか
．．．．．．．．．．．．．．

を明らかにすることはできて

も、じっさい何をどのように行なっているか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

については必ずしも十分に明らかにされえな

いように思われる。 

そこで本稿では、この「男性介護者」の介護の実態をビデオエスノグラフィーによって

明らかにしていきたい。ビデオエスノグラフィーとは、ビデオ技術を用いて日常生活者の

行為を記録し、そこから人びとがじっさい何をどのように行なっているかを明らかにして

いく手法である（堀田 2012b）。近年の質的研究のトレンドとして、エスノグラフィーも

ビデオ分析もその重要性を増してきている（Flick 1995=2002）。 

私たちはこれまで数十件に及ぶ在宅療養生活をビデオデータとして記録し続けてきたが

（堀田・樫田 2013，堀田 2012a，堀田 2014，堀田 2015など）、当然のことながらひと

つとして同じ生活などなく、それぞれに異なる問題を抱えながらも自分たちなりのやり方

で対処している様子を見てきた。本稿でとり上げる男性介護者の事例もまた、あくまでそ

うした個別性をもつ事例のうちの一つにすぎない。だが、そこに見出せる「説明可能性」

および「合理性」は、これまで「男性介護者」に対して向けられてきたまなざしに変容を

迫るものになるかもしれないと考えている。 

次章と 3章では、「男性介護者」に関連する先行研究のうち、介護者の「負担感」と「ジ

ェンダー意識」とに焦点を合わせ、これまで「男性介護者」像をつくり上げてきたものの

いくつかを振り返っておきたい。そして、4章で男性介護者Aさんの介護生活の概況を見

た後、5 章と 6 章で、ビデオデータから考察されうるこれまでとは異なる「男性介護者」

についての解釈可能性について示していこうと思う。 

 

２ 介護負担感は女性介護者よりも低いのか？――先行研究における男性介護者像(1) 

 

まず、男性介護者と女性介護者とでは、「負担感」はどちらが高いと考えられているので

あろうか。 

平成 22年度および平成 25年度「国民生活基礎調査」の結果を表１にまとめてある。こ

れによると、悩みやストレスを抱える介護者2の割合は、いずれの調査においても男性より

も女性の方が高い。両年とも、また男女ともに、悩みやストレスの原因は「家族の病気や

介護」が最多となっている。悩みやストレスの主な原因別では、「収入・家計・借金等」、

「自分の仕事」において男性の割合が高い。それらに加え、平成 22 年度には「自分の病

気や介護」、平成 25年には「家事」において、男性の割合がやや高くなっている。 
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表１ 平成 22年度と平成 25年度の「国民生活基礎調査」結果の比較 

 平成 22年度 平成 25年度 

男性 女性 男性 女性 

悩み・ストレス有 61.4 67.4* 62.7 72.4 

原因別 

家族の病気や介護 67.8 75.8 72.6 78.3 

収入・家計・借金等 21.3 19.3 23.5 18.4 

自分の仕事 17.0 13.7 18.6 11.1 

自分の病気や介護 35.1 29.8 26.7 28.8 

家事 9.8 10.8 9.5 8.2 

注）平成 22年度および平成 25年度「国民生活基礎調査」より筆者作成． 

*男女において、当該項目においてより高い値を示した方にアンダーラインを付した。 

 

この調査と同様に、女性よりも男性の方が介護の負担感が少ないという調査結果を示す

研究がある。杉浦圭子・伊藤美樹子・三上洋（2004）は、大阪府東大阪市内で在宅療養生

活を送る、要支援・要介護認定を受けかつ給付実績のある 5,695名から抽出した 2,020名

に対して、無記名自記式質問紙による調査を行なった（最終的に対象は 868組）。表２は、

杉浦ほか（2004）に記されている、要介護者の要介護度に加え「痴呆性老人のスクリーニ

ング・チェックリスト」を用いて測定した認知障害の重症度を示したものである。これに

よると、女性介護者よりも男性介護者の方が要介護度の高い要介護者を介護している傾向

があるが、認知障害の重症度で比較すると、女性介護者の方が重症度の高い要介護者を介

護している傾向がある。このことから、杉浦らは「男性介護者は認知機能の低下にしたが

って、在宅介護を止め、施設介護へと移行してしまっている可能性もあると考えられる」

（杉浦ほか 2004: 248）と記している3。 

 

表２ 介護者の負担感（要介護者の心身の状況別） 

   男 性 介 護 者 

（n=235） 

女 性 介 護 者 

（n=633） 

要介護者

の心身の

状況 

要介護度 

（868） 

要支援 14（6.0） 43（6.8） 

要介護 1 62（26.4） 149（23.5） 

要介護 2 68（28.9） 200（31.6） 

要介護 3 43（18.3） 119（18.8） 

要介護 4 26（11.1） 67（10.6） 

要介護 5 22（9.4） 55（8.7） 

認知障害の重症度（773） 1.38±2.72（0-13） 2.05±3.20（0-16） 

杉浦ほか（2004: 245）より作成。 
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また、介護ストレスが男性介護者よりも女性介護者の方が強いことについては、「女性介

護者は高齢で認知障害度の高い要介護者を介護していることに加え、多くの介護を提供し

ていることが影響しているためと考えられる」（杉浦ほか 2004: 248）としたうえで、「女

性介護者は男性介護者と比べて、介護を行う状況下では介護を“負担”として感じやすい」

（杉浦ほか 2004: 249）と述べられている。さらに、杉浦らは、女性介護者は男性介護者

よりも多くの種類のストレス対処方略を採っていることを明らかにしている。杉浦らの考

える、公的／私的支援や気分転換といったストレス対処方略項目のすべてにおいて、男性

よりも女性の方が上回っている（杉浦ほか 2004: 246）。 

つまり、男性介護者は、女性介護者に比べ介護ストレスが少なく、ストレス対処方略に

ついても低い。その理由は、男性介護者の方が、療養者（患者）の認知障害の重症度が高

くなればなるほど施設介護に切り替えるからである、と考えられているのである。 

だが、本当に男性介護者の方が施設介護に切り替える傾向が高いのだろうか。古いデー

タしか入手することができないが、平成 10 年「社会福祉施設等調査」によると、特別養

護老人ホームに入所している男性は全体の 21.8％となっており、そのうち、入所前の世帯

状況が「夫婦のみ」の世帯であったのは 4.1％である。それに対し、全体の 78.2％を占め

る女性のなかで、「夫婦のみ」の世帯は 5.1％となっている。つまり、施設に入所する男性

の方が、女性よりも比較的高い割合で有配偶であり、言い換えれば、妻介護者の方が夫を

在宅で介護する傾向は低い、と見ることができる4。 

したがって、男性介護者は負担感が高まるほど施設介護に切り替える傾向があり、だか

ら女性介護者よりも介護負担が少ない、とは、必ずしも結論づけえないと考えられる5。 

そもそも、杉浦らの考察は、男性は家事や育児を行なってこなかったために介護におい

ても負担感が大きいはずだ、という前提に基づくものであるように思われる。確かにその

説明には「合理性」がある。だが、男性が在宅介護生活のなかで負担感を軽減するような

工夫をしているかもしれない、という可能性はあらかじめそこから排除されているのであ

る。 

介護生活における負担感が一度も経験されなかった、あるいは「ゼロ」ということはそ

もそもありえないことであろう。なぜなら、療養者に対する愛情が強ければ強いほど、介

護を要する姿を目にする負担感や辛さが生じるであろうし、また逆に、療養者に対してさ

ほど愛情がない場合（たとえば介護を押し付けられているような場合）、負担感は当然生じ

る。 

であるならば、負担感はつねにそこにあるものとして考えるべきであるように思われる。

つまり、筆者が後に見ていきたいのは、負担感をもたらすような状況は、男性介護者にと

ってじっさいに
．．．．．

どのように経験されているのか
．．．．．．．．．．．．．．

、ということである。 

 



男性介護者のビデオエスノグラフィー――ある息子介護者を例に 

 

  

2015 現象と秩序 3  - 5 - 

 

３ 介護行為はジェンダー意識を強化するのか？――先行研究における男性介護者像(2) 

 

また、男性介護者は、介護において「男」を貫こうとする、あるいはジェンダー意識を

強化する傾向がある、という考え方も、一定の男性介護者像をつくり上げてきた。 

羽根文（2006）は、介護殺人や心中事件に関する新聞記事を題材に、夫介護者と息子介

護者の抱える難問について考察している。それによると、あくまでも新聞というメディア

に掲載されたものである点を断わったうえで、加害者となった男性介護者に関する記事（記

述）からは、彼らが「自分で介護する」という決意を貫こうとしていたり、男だから弱音

を吐かず愚痴もこぼさないでいたりするといった姿が見えてくる、としている。 

そして、「一般に女性の役割とみなされる『介護』を担うからこそ、よけいに『男』とし

てのアイデンティティを保つためのジェンダー規範を強く内面化していたと推測できる」

（羽根 2006: 37）として、ジェンダー規範による強い影響を、男性介護者特有の介護行為

の原因と見ている。さらに、「周囲からの評価や介護者自身が内面化しているジェンダー規

範によって精神的に孤立し、ますます介護に打ち込んでしまう」ことにより、「介護を継続

困難とする要因が発生した際に、殺人・心中に至るリスクが高まると考えられる」と結論

づけている（羽根 2006: 38）。 

また、松井由香（2014）は、セルフヘルプ・グループに集う男性介護者へのインタビュ

ーに基づき、「男性ゆえの困難」、とくに「男性としてのアイデンティティの揺らぎ」につ

いて考察している。詳細は割愛するが、松井もまた「彼らが介護や家事を『女性が担うべ

きもの』とみなすジェンダー規範を深く内面化していること」（松井 2014: 71）を重大な

問題として扱っている。 

介護生活の果ての殺人や心中といった事件、男性介護者セルフヘルプ・グループの存在

とそこで語られる「困難」への注目という点で、これらの研究のもつ意義は大きい。だが、

前者に関しては、懸命に介護行為を行なっているすべての男性介護者に対して「男性介護

者＝加害者予備軍」というようなまなざしを向けることになりかねないという点で、一定

の危険性も含んでいるように思われる。また、後者に関しては、男性介護者が集う場に参

加する者たちによる語りという点で、より強くジェンダーを意識する状況への依存性は拭

い去れないと考えられる。 

男性介護者は実際の介護生活のなかで、それほどまでにジェンダー・アイデンティティ

を強く保持しているのであろうか。 

男性介護者の「男性的」介護については、C.アンガーソンが専門職経験のある男性介護

者へのインタビューから次のことを明らかにしている（Ungerson 1987=1999）。すなわち、

「介護のしかたを特徴づけ、またそのことについての私への語り方を特徴づけ、さらには

他の人への語り方を特徴づけていたのは、それぞれの……中略……職業経験であった」

（Ungerson 1987=1999: 128）。そのうえで、さらに別の男性介護者による次の言葉を引
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いている。 

 

  「女性というものは、もともと器用で、編み物や縫い物は女性の方が得意でしょうが、

そもそも男性が家事をしたからといって体面が傷つくというものではありません。た

だ能率
．．

がどうかということが問題になるわけです。」（Ungerson 1987=1999: 128，強

調は原著） 

 

この言葉から、次の二点を確認しておきたい。第一に、アンガーソン自身も強調してい

るようにこの男性介護者にとっては「能率」や「計算」が重要であること、したがって、

第二に、女性役割として考えられてきた家事を行なうことに、「男性」として恥じやためら

いの意識を持つわけではないと示されていることである。 

たしかに、性別はアイデンティティを構成する重要な要素の一つである。「男性」は「女

性」とカテゴリー対を成しており、したがって、男性介護者が「男性」カテゴリーを適用

する際、そこには「女性」カテゴリーを含む、性別という「カテゴリー集合」（Sacks 

1972=1989）が適用されていることになる。 

だが、アイデンティティを構成する別の重要な要素に、職業がある。男性介護者の場合

は、その多くが何らかの有償労働をしている／してきた人物であることが多い。ところが、

家族介護は家事や育児と同様に無償労働である。つまり、労働（仕事）という観点からす

ると、「有償」と「無償」とがカテゴリー対を成すのであり、それが介護場面においては優

先性をもつことが考えられる。在宅療養生活ではヘルパーや医師らが訪問し、療養者（患

者）に対してさまざまな有償の労働を提供する。そのため、こうしたカテゴリー集合が優

位性をもつことも十分に考えられる。つまり、「ある母集団がまだカテゴリー化されていな

い場合、いま新たに、その母集団の人員をカテゴリー化することによってその母集団を特

徴づけようとする時に、利用できるカテゴリー装置（categorization device）が一つだけ

しかないなどということはありえない」（Sacks 1972=1989: 97）のである。 

男性ヘルパーのような場合は、有償労働として介護を行なう。その場合は、たしかに羽

根の言うように、男性ヘルパーは性別カテゴリー集合を適用し、「男性なのに
．．．

」 というか

たちで自分の職業アイデンティティに違和感を覚えるかもしれない。だが、家族介護を行

なう男性介護者の場合、いずれの成員カテゴリー化装置が優先性を持つかは、場面によっ

て異なるであろうし、何よりも、状況と行為との関連性をつぶさに分析しなければ分から

ない。重要なのは、成員カテゴリーは規範としてつねにそこにあるのではない、というこ

とである。成員自身は自分たちのやり方で成員をカテゴリー化しているのであり、規範は

行為と独立してあるものではない。そうした立場から、この点についても次章以降でビデ

オエスノグラフィーによって明らかにしていきたいと思う。 

ここで、予想される反論について検討しておきたい。アンケートやインタビューを通じ
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て明らかにされてきた男性介護者の負担感やジェンダー意識は男性介護者の「本音」や「本

心」であり、ビデオエスノグラフィーではその「心」を見ることができないのではないか、

という反論である。だが、そもそもアンケートやインタビューが絶対的な「本音」や「本

心」を明らかにしている、とは限らない。インタビューは対象者とインタビュアーとの間

で紡がれる「物語」というひとつの構築物であり（桜井 2002）、場所、時間帯、インタビ

ュアーとの相互行為（対話）の成り行きといった「状況」に左右される。そして、アンケ

ートもまたこうした構築性からけっして自由ではないのである。 

ただし、アンケートやインタビューの構築性とは異なり、ビデオエスノグラフィーには

構築性はない、などと言うつもりもない。私たちが撮影することのできたデータは男性介

護者のなかのほんの数例にすぎないし、そもそも撮影に協力してくださるという点でもし

かしたら「例外」なのかもしれない。また、本稿に登場するデータは私たちが撮影した膨

大なデータのなかの一部にすぎないし、それをどのようにして取り出したかという点では、

私たち研究者の視点という一定の見方が入り込んでいることも否めない。 

だが、ビデオエスノグラフィーによって、そこに目に見えて誰にでも理解できるかたち

で表われている人びとの姿が浮き彫りになる。5 章からは、男性介護者の介護生活の一部

を撮影したビデオデータを用いて、本章と前章で見出された問題と疑問に答えていきたい。

もちろん私たちが接触することのできた男性介護者たちが、男性介護者の「代表」である

などと言うつもりはないし、「典型」であるなどと言うつもりもない。しかし、これらのデ

ータを分析する際に筆者が行なう説明のなかに一定の「合理性」があることを読者は読み

取っていただけるであろう。そして、これまで考えられてきた男性介護者とは別の姿が、

そこから見えてくると思われる。 

 

４ 息子介護者Ａさんの介護生活の概況 

 

Bさん（調査当時 98歳の女性）は、

10年前に心筋梗塞を、5年前に脳梗塞

を患い、調査当時は寝たきりの生活を

余儀なくされていた6。彼女の介護を行

っているのが、息子のAさん（調査当

時 62 歳の男性）である。A さんは生

まれた時には「800ｇしかなかった」

そうだが、5 人きょうだいの末っ子で

「一番かわいがってもらった」という。 

B さんが 10 年前に心筋梗塞を患っ

た際には家族介護はまだ行なわれてお図１ Ｂさんが療養生活を送る部屋 
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らず、医師会の訪問看護を利用してい

た。ところが、5 年前の 2008（平成

20）年にBさんが脳梗塞を患ってから、

Aさんによる24時間介護が始まった。

BさんとAさんは、日常生活の大半を、

図１に示した部屋で過ごしている（写

真１も参照）。部屋のなかに棚やモノが

所狭しと置かれていることが分かる。 

表１のように、BさんとAさんの一

週間には、さまざまな訪問者がやって

来ることになっている。水曜日訪問の

STは、エリア外から「ムリして来てもらっている」。また、木曜日訪問の PT は、Bさん

を座らせてマッサージを行なってくれる。ちょうど本調査前後に、医師から、月曜日に訪

問入浴の介助を入れたほうがいい、との指示が出ていた。Bさんが介護を一人で抱えてい

ることを危惧しての指示である。 

 

表１ Bさん宅の訪問者スケジュール 

曜日 時間 訪問者 

月 13:30～15:00 ヘルパー 

火 13:30～15:00 訪問看護師 

水 
14:30～15:50 ヘルパー 

17:00～18:00 ST 

木 13:30～14:30 PT 

金 
13:30～15:00 ヘルパー 

15:00～15:30 訪問看護師 

土 ― ― 

日 ― ― 

 

ここで、Aさんの介護生活の様子について記していこう。 

まず、Aさんは療養日誌を毎日つけており、これまでの療養日誌がすべてファイリング

され保管されている。過去の出来事についての話をする際、すぐに当該の日誌を取り出す

ことができるほど、日誌はきちんと管理されている。ちなみに、日誌のフォーマットは、

過去に利用していたことのあるいくつかのうち、もっとも使いやすかったものをコピーし

て利用している。 

Bさんの療養する部屋はもともとリビングダイニングルームだった部屋で、先述のよう

写真１ ＡさんとＢさんの部屋での様子 
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にモノはけっして少なくない（図１、写真１を参照）。ただし、Bさんの介護に必要なモノ

は、ベッドの周囲に整理整頓されて置かれている。たとえば、同じタオルでも、フェース

タオルはベッドの頭側すぐ上にある棚、大きめのタオルは、ベッドの足元にある棚という

ように、きちんと分けられている。タオルは積み重ねられて置かれているが、特定のもの

を使って劣化してしまわないよう、洗ったものは必ず下にしまい、上に置かれたモノから

使うようにしている。 

紙おむつの扱いに関しても、Aさんのこだわりを見出せる。市から 4か月に 1回、紙お

むつ代として 1万 2千円分が支給されているが、ふつうにそれらを使用してしまうと足り

なくなってしまう。そのため、おむつはカットし、股間の部分にだけ、そのカットしたお

むつを重ねて使用している。これにより、軽い汚れなら、カット分のみ交換すればいいよ

うに工夫されている。カットされた紙おむつが、廊下の手すりに掛けられたたくさんのビ

ニール袋に入れられ保管されていた。 

また、紙おむつを処分する際には、においが出ないよう、ひとつひとつを密封して捨て

ている。だが、ひとつひとつにビニール袋を使用するとビニール袋が足りなくなってしま

う。そのため、ベッドメンテナンスに使われているビニールシートを切って、ゴミ袋代わ

りに使用している。このビニールは、良質で厚手であるためにおいが出ないのだという。

こうして密封された使用済の紙おむつは、ベランダに置かれたゴミ箱（もちろんこれも密

封式のもの）のなかに捨てている。 

Aさんの節約的で丁寧な介護行為のやり方はほかにもある。在宅介護において痰を除去

することは家族介護者によって頻繁に行なわれる行為の一つであり、吸引器をレンタルし、

それを利用している家庭も少なくない。しかし、吸引器による吸引は「痰が吸引の途中で

切れてしまう」ため患者の体内に残りやすいという。それを使う代わりに、介護者が患者

の体を横向きにするなどして「自然にだらーっと出させる」ようにすると、きれいに痰を

取り除くことができる、とAさんは説明してくれた。したがって、AさんはBさんを頻繁

に側臥位にし「喉よりも口が下になるように」する。こうした体位転換も、Aさんは介護

用電動ベッドの機能を頼らず、自分の力で行なっている。なお、その痰除去の際にBさん

はウェットティッシュを使用しているが、それは表も裏も利用し、やはり節約を心がけて

いる。 

このように、AさんはBさんの介護生活のあらゆる局面において、強いこだわりを持っ

て工夫をしていることが分かる。ただし、Aさんが唯一、節約しないものがある。それは

電気・ガス・水道である。これらは使いたいだけ使うようにしており、それが「（自分の）

精神衛生のため」、つまりストレスを溜めないようにするためであるという。介護を手抜き

するのではなく、むしろ介護を思いっきり行なうことがストレスを溜めないことにつなが

っているというこのAさんのこだわりは注目すべき点だと思われる。 
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５ 介護行為の経験のされ方 

 

Aさんは、在宅介護生活において工夫していることをじつにいろいろと説明してくれた

が、なかでも調査当時、Aさんによって頻繁に取り上げられた問題および工夫がある。そ

れが、電動ベッドの問題と体位転換のやり方である。 

一般的な介護用電動ベッドには、褥瘡対策の一つとしてベッドが左右に傾き患者の体位

転換ができる機能が搭載されている。操作ボタンを押すと、右側臥位ならばベッドが右の

方に傾くというわけだ。だが、ただ傾くだけでは、患者がベッドから滑り落ちる恐れがあ

る。そのため、傾いて下になった方のベッドの端が、盛り上がる仕組みになっている。こ

の盛り上がりにより、患者はベッド上に留まることができる。しかし、この盛り上がりが

患者の肩を圧迫するかたちになり、患者が息苦しくなってしまうという問題がある、とA

さんは何度も説明してくれた（ヘルパーが来た時にもヘルパーに対して説明していた）。 

そこで、Aさんが実践している体位転換のやり方を説明してくださった。その流れは次

の通りである（写真２を参照）7。 

 

［体位転換（右側臥位の場合）の手順］ 

(1) 背当て・脚の間に挟むクッションといった「セット」を用意する。 

(2) Bの右側に横になる。 

(3) Bの枕を移動させ、Bの頭の下に左手を入れる。 

(4) Bの右頬に指でトントンと触れ、傾ける方向を伝える。 

(5) 鼻からO2の管を抜く。 

(6)「いちにーのーさん」と声掛けをし、Bの体を傾ける。 

(7) Bの体に足をかける。 

(8) Bの頭を傾ける。 

(9) Bの背中に背当てクッションを置く。 

(10) Bの体にタオルをかける。 

 

 Aさんはこうした体位転換を、元に戻

す、逆の側臥位にするなどの行為を含め

ると、一日に 10 回以上行なっている。

その行為を、私たち調査者に対して「説

明できる」ということは、Aさんがこの

行為を意識的なかたちで行なっているこ

とを意味している。「手続き化」、あるい

は「マニュアル化」している、と言って

写真２ Ａさんが体位転換について調査者に

説明しているワンシーン（手順 6の直後） 



男性介護者のビデオエスノグラフィー――ある息子介護者を例に 

 

  

2015 現象と秩序 3  - 11 - 

 

もいいかもしれない。行為者に何らかの負担を強いるような場面において、このような「手

続き化」や「マニュアル化」にはそれを軽減する効果があると思われる。 

感情管理の議論で知られるA.R.ホックシールドによれば、介護とは、ある種の「感情作

業」（emotional work）（Hochschild 1983=2000: 7）8であると言える。彼女は、初めて死

体解剖に立ち会う医学生の例を挙げ、行為の「型」をつくり出しそれを実践することが感

情管理において重要な意味を持つことを示している。たとえば、死体解剖の場面において

は、「死体の顔や生殖器にカバーをかけ、手を避け、すぐに死体そのものは移動させ、すば

やく動き、白いユニフォームを着て標準化された会話形式で語る」（Hochschild 

1983=2000: 56-7）。こうした行為の「マニュアル化」によって、医学生たちは、はじめて

行なう死体解剖という負担感の高い行為に対して、感情管理を行なうことができるという

のである。 

 A さんは、体位転換に際してだけでなく、前章で見たように、PA さんの介護行為全般

を自ら「マニュアル化」しているように見える。こう断定することはいささか性急かもし

れない。だが、男性介護者に特徴的であると言われてきた、「自分の考える介護方法での介

護」（石橋 2002）、「介護の『仕事化』」や「完璧な介護」（松井 2014）、あるいは「合理的

な介護」（津止・斎藤 2007，森 2008）のやり方が、このように感情管理に、あるいは負

担感の軽減に、つながっている可能性もあるのではないだろうか。しかも、電気やガスと

いった行為のエネルギー源を惜しまないことも、彼の負担感の軽減につながっているので

ある。これらの点については、他の（男性）介護者のデータを含めたより詳細な分析を要

するが、介護行為の「マニュアル化」による負担感の軽減という可能性が見出せる限り、

男性介護者が負担の大きい介護を回避する傾向がある、とは必ずしも言えないであろう。 

 

６ 行為・状況・カテゴリー集合 

 

4 章および 5 章で見てきたように、Aさんの介護生活には先行研究において指摘されて

きた男性
．．

特有
．．

の
．
「合理的」で「管理的」な側面が見える。整理整頓された介護グッズ、紙

おむつのカット、その処理方法、痰除去

のやり方、そして体位転換のやり方など、

経済面でも活動面でも「管理」は行き届

いていると感じられた。 

写真３を見ていただきたい。これは、

調査者におしぼりを手渡すAさんの写真

である。Aさんは、毎回こうして診察後

に医師らにおしぼりを手渡しているそう

である。調査日には、たまたま医師らに
写真３ 調査者におしぼりを手渡すＡさん 
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同行した私ども調査者にも、おしぼりを手渡してくださった。しかも、写真では伝えるこ

とができないが、このおしぼりにはアロマオイルが吹き付けられており、いい香りがした。 

これまで見てきたAさんの介護生活の様子のなかに、この「診察後に訪問者にアロマ付

きのおしぼりを手渡す」という行為を位置づけてみると、どのように映るであろうか。こ

の行為は、先ほどのさまざまな「手続き化された行為」や「合理的な介護」の一つとして

見えるであろうか。あるいは、この行為に「男性らしさ」を感じるであろうか。たしかに、

おしぼりを渡すことも介護生活の中で「マニュアル化」された行為であると言うこともで

きるし、診察後
．
に手渡すという点で「合理的行為」と言うこともできよう。だが、「アロマ

付きのおしぼりを訪問者に出す」という行為が「男性的」であるかどうかと問われれば、

むしろ「女性的」であるとさえ言いたくならないであろうか。 

じつは、このおしぼりの一件の際、やや驚いた反応をした私たち調査者を見て、担当医

師から「Aさんは元バーテンダーなんですよね」という話が出た。そして、Aさんは客の

好みに合わせてカクテルを作ることができる、という話題で盛り上がった。つまり、アロ

マ付きおしぼりを出すという行為は、男性であるAさんの「男らしさ」による一行為とい

うよりも、Aさんが職業柄身体化してきた習慣の一つであると考えられるのである。ここ

からは、先のアンガーソンの指摘と同様に、性別というカテゴリー集合が必ずしもつねに

優先性をもつわけではないことが見出せる。 

このように、ある行為が性別という観点から見て説明可能性を有することもあれば、職

業という観点から見て説明可能性を有することもある。つまり、ある行為が「男性らしい」

か「女性らしい」かは、状況に依存しているのである。どのようなカテゴリー集合が優先

性を持つのかは、介護生活におけるさまざまな活動によって変化するであろう。私たちは、

介護生活においてつねにすでにジェンダー規範が働いているという考え方からもう少し自

由にならなければならないかもしれない9。 

 

７ おわりに 

 

 これまでの研究のなかで作り上げられてきた男性介護者像。その姿は、「完璧」で「合理

的な」介護を志向し、患者が重症化するとともに施設介護へと切り替える――そんなかた

ちで描かれる傾向があった。また、介護という「女性的な」役割を担うことの反動として、

男性としてのジェンダー意識が強化されるという見方も為される傾向があった。だが、本

稿でとり上げた男性介護者Aさんの事例からは、こうした一定の見方が、ある種のジェン

ダーバイアスのかかったものなのではないか、という可能性が見えてきた。 

 Aさんは、介護に関わる道具類をこだわりをもって整理し、数々の節約術も駆使して、

母親を介護していた。日常的に頻繁に行なう体位転換についても、私たち調査者に明確に

説明できるほどに意識的に「マニュアル化」して行なっていた。 
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 体位転換の説明場面に関する考察からは、このある種の「マニュアル化」が負担感を軽

減するように働いているのではないかという可能性を指摘した。感情作業および感情管理

が行為者にもたらす、こうしたプラスの側面についてはさらなる事例を要するであろうし、

またそれが本当に負担感そのものを軽減させているのかについてもより詳細な分析を要す

るであろう。 

また、おしぼりを手渡す場面に関する考察からは、それが「男性的」とも「女性的」と

も言える行為であることを確認し、むしろジェンダー意識よりも過去の職業の方がその行

為に影響を及ぼしている可能性を指摘した。ここで重要なことは、行為それ自体を「男性

的」であるとか「女性的」であるとか言うことは必ずしもつねにできるわけではない、と

いう点である。行為はあくまでも状況のなかで見ていかなければ、結局のところ私たちの

一定の見方をその行為に投影するにすぎなくなってしまうのである。とはいえ、介護とい

う状況のなかで、ジェンダーについて語ることがまったく無意味であると言いたいわけで

はない。性別あるいは職業（あるいはまた別のもの）のうち、いずれのカテゴリー集合が

優先性をもつのかについての考察は、今後取り組むべき課題として残された。 

さらに、上記のような課題に加え、男性介護者が誰を
．．

介護するのかという観点も必要で

あろう。夫婦、親子などのカテゴリー集合による違いも重要である。今回は息子介護者が

母親を介護する事例を扱ったが、父親を介護する場合、子どもを介護する場合についてな

ど、他の事例との比較のなかでさらなる気づきを得なければなるまい。 

 

注 

                                                
1 嫁介護は、平成 22年度「国民生活基礎調査」では全体の 17.2％を占めていたが、平成

25年度調査では 9.6％と減少傾向にある。男性介護者が増加していることと同時進行して

いる現象として注目すべきであろう。 
2 ここでの「介護者」はいずれも、療養者（患者）と同居している主な介護者を指してい

る。 
3 しかしながら、在宅介護者を対象に行なった杉浦ほか（2004）において、調査対象にな

らなかった男性介護者（すなわち元在宅介護者）が、在宅介護から施設介護に切り替えた

というようなことを示すデータは記されていない。 
4 平成 8年「社会福祉施設等調査」においても、家庭から入所した男性入所者 1,983人の

うち 106人が「夫婦のみ」世帯であるのに対し、女性入所者 3,231人のうち 153人が「夫

婦のみ」世帯となっており、同様に、夫介護者の方が「妻」を在宅で介護する傾向は高い

と見ることができる。とはいえ、男性入所者 21.8％のうち「子がいる」世帯は 8.1％であ

るが、女性入所者 78.2％のうち「子がいる」世帯は 43.6％と過半数を占めている。子が女

性か男性かは不明ではあるものの、「子がいる」世帯に関して言えば、「母親」を在宅で介

護する傾向は「父親」のそれよりも低い傾向がある、ということは言えそうである。 
5 たとえば馬場純子（1998）は、認知障害が重症化してもそれが介護者の負担感の増大に

必ずしも直結せず、むしろデイサービスやショートステイといった在宅支援サービスの利

用の有無が間接的に影響している、と論じている。 
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6 本調査は、2013（平成 25）年 9月 11日、10月 9日、10月 23日、10月 30日に実施し

たものである。デジタルビデオ 2台と ICレコーダーによる記録を行なった。 
7 Aさんはこの手順(1)と(2)の間と、(8)と(9)の間で、先の「ベッド問題」に言及している。 
8 ホックシールドは、「感情労働」（emotional labor）を「公的に観察可能な表情と身体的

表現を作るために行う感情の管理」（Hochschild 1983=2000: 7）の意味で用いている。こ

れは有償労働であり交換価値を有するものである。だが、それと類似しており使用価値を

有するものを、「感情作業」（emotional work）や「感情管理」（emotional management）

と名づけている。したがって、介護は「感情作業」や「感情管理」として位置づけること

ができると思われる。 
9 ジェンダー意識以上に、職業のあり方が介護意識に影響をもたらす可能性については、

直井（2012）なども参照のこと。彼女は、調査研究に基づき、雇用の流動化と雇用・事業

の安定化とが、「ケア＝女性の役割」という性別分業志向を弱める効果がある、と論じてい

る（直井 2012: 131）。ただし、意識と実際の行為との間にはどうしてもズレが生じること

も付記しておきたい。 
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【編集後記】 
  『現象と秩序』第３号をお届けします．今回も,どうぞご堪能下さい． 
  なお，本号に掲載された２つの論考（石川論文とメイナード講演＝南保輔訳＝）に関

連して,ヘリテッジ＆メイナード編『診療場面のコミュニケーション』（勁草書房）が，  

９月末に刊行されています．あわせてお読み頂ければ幸いです． 
  次号は，2016 年 3 月発行となります．慶應義塾大学の池谷のぞみ氏の神戸での講演記

録（樫田の作業遅延により,掲載号が１号先送りになりました）のほか，日本社会学会大

会のテーマセッション『専門職教育の社会学』（2015 年 9 月 20 日午前開催．於早稲田大

学）の記録も掲載の予定です．どうぞ続けてよろしくお願いします． 
付記：『現象と秩序』は，国立国会図書館雑誌記事索引の対象誌に選定されました．CiNii

等でも「論文単位」「論文著者単位」で検索が可能となっております．(Y.K.) 
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